
証券コード 6874
2020年９月９日

株 主 各 位
静岡県静岡市駿河区中田本町61番１号

協 立 電 機 株 式 会 社
　代表取締役社長 西 信 之

第62回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。

　さて、当社第62回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご

通知申しあげます。

　なお、本株主総会につきましては、新型コロナウイルス感染症の拡大防

止のため、適切な感染防止策を実施のうえ、開催いたします。

　株主の皆様におかれましては、感染拡大防止の観点から、本株主総会に

つきましては、極力、書面により事前に議決権をご行使いただき、株主様

の健康状態にかかわらず、当日のご来場をお控えいただくようご検討くだ

さい。

　お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行

使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2020年９月24日（木曜

日）午後５時20分までに到着するようご送付くださいますようお願い申し

あげます。

敬 具

記

１. 日 時 2020年９月25日（金曜日）午前10時

２. 場 所 静岡県静岡市駿河区中田本町63番７号
　アゼリアホール
(末尾の「第62回定時株主総会会場ご案内図」をご参照くださ
い。）
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３. 目的事項

報告事項 １．第62期（2019年７月１日から2020年６月30日まで）事業報
告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計
算書類監査結果報告の件

２．第62期（2019年７月１日から2020年６月30日まで）計算書
類報告の件

決議事項

第１号議案 剰余金の処分の件

第２号議案 取締役６名選任の件

第３号議案 監査役１名選任の件

第４号議案 補欠監査役１名選任の件

第５号議案 役員賞与支給の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合
は、インターネット上の当社ウェブサイト (http://www.kdwan.co.jp) に掲載
させていただきます。

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出
くださいますようお願い申しあげます。

◎本年は株主総会ご出席者へのご来場記念品の配布を取りやめさせていただきま
す。何卒ご理解賜りますよう宜しくお願い申しあげます。
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新型コロナウイルス感染症の対策に関するお知らせ

　当社第62回定時株主総会における新型コロナウイルス感染症の拡大
防止に向けた対応について以下のとおりご案内させていただきます。
　株主の皆様のご理解とご協力をお願い申しあげます。

【当社の対応について】
◎株主総会の運営スタッフはマスクを着用して対応させていただきます。
◎受付ほか会場内各所にアルコール消毒液を設置いたします。
◎株主総会の議事について例年よりも円滑な進行となる方法を検討しており

ます。
◎本総会会場において感染拡大防止のため、座席の間隔を例年よりも拡げる

ことから、ご用意できる株主様の座席数が大幅に減少いたします。そのた
め、当日ご来場いただいても入場をお断りする場合がございます。

◎今後の感染拡大の状況次第では株主の皆様の安全を第一に考え、やむを得
ず議事進行に変更が生じる場合がございますので、あらかじめご了承く
ださい。

【株主の皆様へのお願い】
◎株主総会へのご出席をご検討されている株主様におかれましては、当日ま

での健康状態にもご留意いただき、くれぐれもご無理をなされませぬよ
うお願い申しあげます。

◎ご高齢の方や基礎疾患がある方、妊娠されている方におかれましては、株
主総会へのご出席を見合わせることをご検討ください。

◎株主総会の議決権は、書面によっても行使することができますので、是非
ご利用をご検討ください。

【ご来場される株主様へのお願い】
◎受付において、非接触式体温計にて検温させていただきます。体調不良

とお見受けした方には、運営スタッフがお声掛けのうえ、ご入場をお控
えいただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

◎会場におきましては、アルコール消毒液の利用とマスクの着用について
ご協力をお願いいたします。

　なお、今後の状況によっては、上記の内容を変更する場合もございます
ので、適宜当社ウェブサイト (http://www.kdwan.co.jp) をご確認くださ
いますようお願い申しあげます。

以 上
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添付書類

事 業 報 告

（2019年７月１日から
2020年６月30日まで）

１．企業集団の現況
　(1) 当連結会計年度の事業の状況

　 ① 事業の経過及び成果

　当連結会計年度における我が国経済は、企業収益や雇用の改善が続き、緩や

かな回復基調で推移しておりましたが、米中貿易摩擦による影響や中国経済の

減速に加え、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策の世界的な広がり

が各国経済に大きな影響を与え、世界経済がより多くの不確実性を抱えたまま

景気の先行きは不透明な状況で推移しました。

　当社グループとしましては、経営基本方針としている「One Stop Shopping」

施策を推し進め、受注範囲の拡大及び収益性の向上を目指し、新たなビジネス

モデル構築に引き続き尽力して参りました。人手不足が深刻化する環境下での

省力化投資によるロボット需要の拡大、さらにはロボットの作業範囲を広げる

AIの進展等、当社グループには強い追い風が吹いております。加えて当社グル

ープの有力客先である日系製造業の海外投資は若干の地域差こそあるものの引

き続き旺盛な傾向を維持しております。しかしながら３月以降は新型コロナウ

イルス感染症の影響により、国内外を問わず人の往来が規制されたことを起因

として生産及び営業活動に多くの制約が出ております。進行中の案件が大きく

時間軸を後ろに延ばさざるを得ず、加えて多くのお客様はその投資時期の判断

について非常に慎重にならざるを得ない状況が続いております。

　これらの結果、当連結会計年度の売上高は320億60百万円（前期比6.1％の減）

となり、損益面としましては営業利益が19億92百万円（同8.4％の減）、経常利

益が20億52百万円（同8.9％の減）、親会社株主に帰属する当期純利益が12億79

百万円（同8.0％の減）となりました。
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　なお、当社グループのセグメント別概況は次のとおりです。

　 （インテリジェントFAシステム事業）

　インテリジェントFAシステム事業では、半導体関連業界が上向きであったこ

とが牽引しIoTを活用した設備投資の増大により各種検査装置が好調だったこ

と、労働力不足を起因とする省力化投資が活発だったこと等から引き続き順調

に推移いたしました。加えて当社グループの施策である「One Stop Shopping」

による効果もさらに顕著になりつつあり、売上高は115億69百万円（前期比6.0

％の増）、営業利益は11億57百万円（同11.3％の増）と増収・増益になりまし

た。

　 （IT制御・科学測定事業）

　当事業のうちIT制御は主として製造業の合理化・研究開発の自動化等を目的

とした設備投資の対象であるため、比較的景況の影響を受け易い傾向がありま

す。一方、当事業の中でも科学測定分野は科学分析・計測機器等に代表される

企業の新製品開発を目的とする部門や品質管理部門を対象とするため、景気の

動向に左右されにくく安定的な分野であります。当連結会計年度においてはＥ

Ｖや５Ｇに代表される研究開発投資に後押しされた科学分析機器や計測機器が

比較的好調に推移したものの、輸送機関連業界の不調や新型コロナウイルス感

染症による影響で生産設備への投資が縮小若しくは延期と当連結会計年度の後

半に大きく影響を受けました。これらの結果、売上高は204億50百万円（前期比

11.7％の減）、営業利益は11億34百万円（同22.8％の減）と減収・減益になりま

した。

　

　 セグメント別売上高

区 分

前連結会計年度

（2018年７月１日
2019年６月30日）

当連結会計年度

（2019年７月１日
2020年６月30日）

前年度比増減

金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 増減率

インテリジェント
FAシステム事業

千円 ％ 千円 ％ 千円 ％
10,910,091 32.0 11,569,471 36.1 659,380 6.0

IT 制 御 ・
科学測定事業

23,171,239 67.9 20,450,185 63.8 △2,721,053 △11.7

そ の 他 43,979 0.1 40,969 0.1 △3,010 △6.8

合 計 34,125,310 100.0 32,060,626 100.0 △2,064,684 △6.1
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　 ② 設備投資及び資金調達の状況

　当連結会計年度において実施いたしました当社グループの設備投資の総額は

１億56百万円で、その主な内容は開発用ソフトウェアの取得です。

　なお、取得資金はすべて自己資金にて充当いたしました。

　 ③ 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

　該当事項はありません。

　 ④ 他の会社の事業の譲受けの状況

　該当事項はありません。

　 ⑤ 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況

イ 株式の取得または処分の状況

　該当事項はありません。

ロ 新株予約権の取得または処分の状況

　該当事項はありません。

⑥ 吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の

状況

　該当事項はありません。

　(2) 財産及び損益の状況の推移

区 分
第 59 期

(2017年６月期)
第 60 期

(2018年６月期)
第 61 期

(2019年６月期)

第 62 期
(2020年６月期)
(当連結会計年度)

売 上 高 (百万円) 30,940 33,027 34,125 32,060

経 常 利 益 (百万円) 1,450 1,824 2,251 2,052

親会社株主に帰属
する当期純利益

(百万円) 1,064 1,021 1,390 1,279

１ 株 当 た り
当 期 純 利 益

　(円) 264.59 253.88 345.55 317.97

総 資 産 (百万円) 20,963 22,117 23,337 24,178

純 資 産 (百万円) 10,279 11,088 12,311 13,374

１ 株 当 た り
純 資 産 額

　(円) 2,443.22 2,648.07 2,931.06 3,175.06

(注) １．１株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式数により算出しております。また、期中平
均発行済株式数については、自己株式数を控除して算出しております。

２．第62期（当連結会計年度）の状況につきましては、「(1) 当連結会計年度の事業の状況 ①
事業の経過及び成果」に記載のとおりであります。

３．「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年２月16日）等を
第61期の期首から適用しており、第60期における総資産額については、当該会計基準等を
遡って適用した後の指標となっております。
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　(3) 重要な親会社及び子会社の状況
　 ① 親会社の状況

　該当事項はありません。

　 ② 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 議決権比率 主要な事業内容

ア プ レ ス ト 株 式 会 社 141百万円 73.1％
制御用機器・情報処理システムの
開発、製造、販売

協 立 機 械 株 式 会 社 30 100.0
産業機械・工作機械・情報処理シ
ステムの開発、設計、販売

協 和 電 工 株 式 会 社 43 100.0
FA自動制御システム並びに装置の
設計、製作、加工、修理及び電気
工事請負

Ｓ Ｋ Ｃ 株 式 会 社 41 60.2
制御用機器操作端の開発、製造、
販売

協立テストシステム株式会社 30 100.0
半導体基板検査装置の開発、設
計、製造、販売、メンテナンス

東海システムサービス株式会社 10 100.0 計測機器の販売、不動産管理

株 式 会 社 ア ニ シ ス 20 100.0 産業機械の設計、製作、販売

第一エンジニアリング株式会社 49 69.3

電子・電気自動制御システム・食
品機械・水処理装置・情報ネット
ワーク装置並びにソフトウェアの
設計、製作、加工、据付及び電気
工事請負
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　(4) 対処すべき課題

　 ① 海外展開を拡大させるための人材の充実

　今後の海外展開の課題として、海外子会社と国内子会社、当社の営業及び技

術部門がより一体となったフォロー体制をさらに拡充していくことが重要であ

ると認識しております。この上で、顧客からの多種多様な海外投資に関連する

ニーズに対して包括的且つきめ細かな対応を求められております。その期待に

応えるために関連部局担当者に海外ビジネスの習得と経験、語学力、海外固有

の事情に対する適応力等が求められるのとともに、海外駐在員も高度化するイ

ンテリジェントFAシステムを幅広く理解する知識が求められております。これ

らのニーズに対応できる人材を拡充させるため、今後も様々な施策を打ってい

く所存であります。

　また、昨今のコロナ禍では、人の往来が著しく制限されており、特に海外案

件では従来対面で実施していた作業工程に大きく支障が出ております。これら

の課題についてもリモートによる新たな手法を確立し、ロケーションに囚われ

ることなく顧客の安全・安心、高品質への期待に応えて参ります。

　
　 ② 新製品開発力の強化

　研究開発型である当社グループにとって、新製品の開発は最も優先すべき課

題の一つと認識しております。この課題に対し変化する時代に即したニーズの

中からビジネスチャンスを探し求め、小さな環境の変化にも意識を傾け情報を

収集していく必要があります。過去と比べ時間軸が大きく短縮されている現代

では、IoTに代表される社会構造の変化を伴った技術革新の大きなうねりが短時

間で起きております。

　しかし、これこそ当社グループの活動領域の中に新たな需要が次々と作り出

されているということであり、当社グループにとって強い追い風が吹いている

と言えます。また、換言すれば、この追い風をいかにビジネス拡大に繋げてい

くかが、将来にわたり大きく飛躍できるかの分岐点であると考えております。

従って、新製品開発力の強化と時代の要請に即した新製品開発を執り行うこと

が極めて重要であり、当社グループ全ての部門で問題点と開発の方向性を共有

し、グループの総力を結集する必要があります。
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　 ③ 国内マーケット対策

　昨今の経済環境の中、マクロ経済的には日本経済が大きく飛躍する要素は見

当たりませんが、細かく観察してみると新たな技術、イノベーション等により

新規投資需要が確実に発生しております。これらは当社グループのビジネスチ

ャンスであり、且つ無限と言っていいほど存在しております。これらのビジネ

スチャンスへのアプローチが地域によって差があり、この差を埋めていくこと

が一つの課題であると認識しております。長い歴史と細かな拠点網が構築され

ている静岡県及びその近隣では、その捕捉率は比較的高いものがあります。し

かし、新設拠点が多い地域ではまだまだ遅れをとっており、その改善のため現

在の進出先を中心に市場拡大を狙える地域への積極的な投資を行っていく必要

があります。

　 ④ グループ総合力の向上

　IoTを始めとするインテリジェントFAシステム市場に次々と登場する新技術に

対応しうるためには分野別に細分化された各子会社と当社が力を合わせてより

強力なシナジー効果を発揮し、グループトータルの技術力、提案力を強化する

必要があります。また、当社グループの施策である「One Stop Shopping」の更

なる拡充・拡大のためにもグループ内の相互理解を深めるための人的交流やグ

ループ展示会の開催等にも前向きに取り組み、グループ内で展開している事業

に対する正確な知識と情報をグループ全員が共有できるような環境作りが肝要

と考えております。この点においても引き続き積極的に取り組んで参ります。

　

　(5) 主要な事業内容（2020年６月30日現在）

区 分 事 業 内 容

インテリジェントFAシステム事業 インテリジェントFAシステムの開発、設計、製造並びに販売

IT制御・科学測定事業 FA機器、IT機器、コントロール機器、科学分析機器、計測機器、産業機械等の販売

そ の 他 不動産賃貸、その他
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　(6) 主要な営業所及び工場（2020年６月30日現在）

当 社

本 社 静岡

事業本部 東京支社

支 店 富士(静岡)、浜松(静岡)、関西(大阪)

営 業 所

仙台(宮城)、宇都宮(栃木)、つくば(茨城)、神奈川
中央(神奈川)、御殿場(静岡)、沼津(静岡)、静岡、
島田(静岡)、袋井(静岡)、豊橋(愛知)、三河(愛知)、
名古屋(愛知)、高岡(富山)、神戸（兵庫）、福岡、熊
本、鹿児島

工 場 等

本社工場(静岡)、Ｒ＆Ｄセンター(静岡)、テクニカ
ルセンター(静岡)、富士サービスセンター（静岡）、
富士サポートセンター(静岡）、相模原事業所（神奈
川）、名古屋テクニカルセンター

アプレスト株式会社

本 社 静岡

支 店 浜松(静岡)

営 業 所 富士(静岡)、静岡、島田(静岡)

協 立 機 械 株 式 会 社

本 社 静岡

営 業 所
相模原(神奈川)、沼津(静岡)、富士(静岡)、静岡、
菊川(静岡)、浜松(静岡)、北九州(福岡)、鹿児島

工 場 等 焼津テクニカルセンター(静岡)

協 和 電 工 株 式 会 社
本 社 静岡

営 業 所 富士(静岡)、島田(静岡)、袋井(静岡)

Ｓ Ｋ Ｃ 株 式 会 社

本 社 東京

支 店 九州(熊本)

営 業 所
釧路（北海道）、苫小牧（北海道）、石巻(宮城)、富
士(静岡)、岩国(山口)、日南(宮崎)

工 場 等
辰巳サービスセンター(東京)、九州サービスセンタ
ー(熊本)

協立テストシステム株式会社

本 社 静岡

事 業 所 相模原（神奈川）

支 店 関西(大阪)

営 業 所 名古屋(愛知)、袋井(静岡)

東海システムサービス株式会社 本 社 静岡

株 式 会 社 ア ニ シ ス
本 社 静岡

工 場 等 本社工場(静岡)、第二工場(静岡)

第一エンジニアリング株式会社
本 社 静岡

事 業 所 富士(静岡)、島田(静岡)、八代(熊本)、東京

― 10 ―

2020年08月26日 14時10分 $FOLDER; 10ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）



　(7) 使用人の状況（2020年６月30日現在）

　 ① 企業集団の使用人の状況

区 分 使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

イ ン テ リ ジ ェ ン ト FA シ ス テ ム 事 業 370名 6名増

IT 制 御 ・ 科 学 測 定 事 業 274 4名増

そ の 他 1 -

全 社 ( 共 通 ) 6 -

合 計 651 10名増

(注) 使用人数は就業人数であります。

　 ② 当社の使用人の状況

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数

374名 1名増 44.9歳 17.1年

(注) 使用人数は就業人数であります。

　

　(8) 主要な借入先の状況（2020年６月30日現在）

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 500百万円

静 岡 県 信 用 農 業 協 同 組 合 連 合 会 400

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 300

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 300

株 式 会 社 清 水 銀 行 200

　

　(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

　 該当事項はありません。
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２．会社の状況
　(1) 株式の状況（2020年６月30日現在）
　 ① 発行可能株式総数 10,000,000株

　 ② 発行済株式の総数 4,369,200株

　 ③ 株主数 1,603名

　 ④ 大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持株比率

エ ム ・ エ ヌ ・ エ ス 株 式 会 社 1,188千株 29.52％

西 信 之 264 6.57

西 光 世 169 4.22

協 立 電 機 社 員 持 株 会 160 3.99

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 138 3.43

西 雅 彦 128 3.20

協 立 電 機 取 引 先 持 株 会 113 2.82

西 美 弥 子 104 2.60

株 式 会 社 静 岡 銀 行 102 2.53

横 河 電 機 株 式 会 社 96 2.39

(注) 持株比率は自己株式（344千株）を控除して計算しております。

　
　(2) 新株予約権等の状況

① 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況
（2020年６月30日現在）

　 該当事項はありません。

② 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の

状況

　 該当事項はありません。
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　(3) 会社役員の状況

① 取締役及び監査役の状況（2020年６月30日現在）

会社における地位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長 西 信 之 協立テストシステム株式会社代表取締役会長

常 務 取 締 役 瀬 本 保 範 海外営業本部長兼第三営業本部長

常 務 取 締 役 大 石 勝 久 国内営業本部長兼工事本部長兼ロボット本部長

取 締 役 望 月 国 雄 第一エンジニアリング本部長兼CE本部長

取 締 役 藤 嶋 善 彦

関東ブロック営業本部長

東海システムサービス株式会社代表取締役社長

株式会社メック代表取締役社長

取 締 役 鈴 木 雅
ＳＳＢソリューション株式会社常務取締役

ＳＳＢホールディングス株式会社取締役

常 勤 監 査 役 田 尻 博比古

常 勤 監 査 役 木 村 精 次

監 査 役 伊 藤 喜代次 たちばな法律事務所

監 査 役 西 光 世

(注) １．当事業年度中の取締役及び監査役の異動は次のとおりであります。
（１）就任
　 ① 取締役鈴木雅氏は2019年９月26日開催の第61回定時株主総会において、取締役に選任

され就任しました。
　 ② 監査役木村精次氏は2019年９月26日開催の第61回定時株主総会において、監査役に選

任され就任しました。
（２）退任

退任時の会社における地位 氏 名 退任時の担当及び重要な兼職の状況 退任年月日 退任理由

取 締 役 松 下 章 CE本部長 2019年９月26日 任期満了

取 締 役 河 合 健 一
鈴与シンワート株式会社社外取締役監査等委員

2019年９月26日 任期満了
鈴与システムテクノロジー株式会社社外監査役

常 勤 監 査 役 池 上 徹 2019年９月26日 任期満了

２．取締役のうち鈴木雅氏は、社外取締役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員と
して届け出ております。

３．監査役のうち木村精次氏及び伊藤喜代次氏は、社外監査役であり、東京証券取引所の定め
に基づく独立役員として届け出ております。
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４．2020年６月30日現在の執行役員は次のとおりであります。

会社における地位 氏 名 担 当

執 行 役 員 川 口 恵 之 EMC推進センター長

執 行 役 員 井 出 道 宏 第一営業本部長

執 行 役 員 櫻 田 悦 主 第二営業本部 東部エリア統括長

執 行 役 員 前 田 卓 久 第二エンジニアリング本部長兼経営企画室長

執 行 役 員 田 方 裕 二 第二営業本部 中部エリア統括長

執 行 役 員 小 島 基 治 CE本部 副本部長

執 行 役 員 新 井 由 朗 第一エンジニアリング本部 副本部長

執 行 役 員 平 井 伸太郎 管理本部長

　

② 責任限定契約の内容の概要

　 該当事項はありません。

　

③ 取締役及び監査役の報酬等の総額
　

区 分 支 給 人 員 支 給 額

取 締 役 8名 88,068千円

（う ち 社 外 取 締 役） (2名) (4,200千円)

監 査 役 5名 13,800千円

（う ち 社 外 監 査 役） (3名) (5,400千円)

合 計 13名 101,868千円

（う ち 社 外 役 員 分） (5名) (9,600千円)

(注) １．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
２．支給額には、2020年９月25日開催の第62回定時株主総会において決議予定の役員賞与

17,800千円（取締役５名分）を含めております。
３．上記報酬等の額のほか、2010年９月28日開催の定時株主総会の決議に基づき、役員退職慰

労金制度廃止に伴う打切り支給額として、当事業年度中に退任した取締役１名に対して、
6,340千円を支給しております。なお、この金額には過年度の事業報告において開示した役
員退職慰労金の繰入額（6,340千円）が含まれております。
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④ 社外役員に関する事項

イ 他の法人等との兼職状況及び当該兼職先と当社との関係

(イ）取締役鈴木雅氏は、ＳＳＢソリューション株式会社の常務取締役及び

ＳＳＢホールディングス株式会社の取締役であり、当社と同社の間に

は取引関係はありません。

(ロ）監査役伊藤喜代次氏は、たちばな法律事務所の弁護士であり、当社と

同事務所の間には重要な取引関係はありません。

ロ 主要取引先等特定関係事業者との関係

該当事項はありません。

ハ 当事業年度における主な活動状況

(イ) 取締役会及び監査役会への出席状況

取締役会 (14回開催) 監査役会 (５回開催)

出 席 回 数 出 席 率 出 席 回 数 出 席 率

取 締 役 鈴 木 雅 10回 100％ -回 -％

監 査 役 木 村 精 次 10 100 4 100

監 査 役 伊 藤 喜代次 13 92.9 5 100

(注) 取締役鈴木雅氏及び監査役木村精次氏につきましては、2019年9月26日就任後の状況を記載し
ております。

(ロ) 取締役会及び監査役会における発言状況

　取締役鈴木雅並びに監査役木村精次及び伊藤喜代次の各氏は、それ

ぞれ議案審議等に必要な発言を適宜行っております。
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　(4) 会計監査人の状況

　 ① 名称 芙蓉監査法人

　 ② 報酬等の額

区 分 支 払 額

・当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 22百万円

・当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上
の利益の合計額

24百万円

(注) １．当社と会計監査人との間の監査契約においては、会社法に基づく監査と金融商品取引法に
基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

　 ２．監査役会が会計監査人の報酬等の額について同意をした理由
監査役会は、取締役、社内関係部門及び会計監査人より必要な資料を入手、報告を受けた
上で会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、報酬見積もりの算定根拠に
ついて確認し、審議した結果、これらについて適切であると判断したため、会計監査人の
報酬等について同意しております。

③ 非監査業務の内容

　 該当事項はありません。

④ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その必要があると

判断した場合に、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する

議案の内容を決定いたします。

　具体的には、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれか

に該当すると認められる場合に、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監

査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初

に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告

いたします。また、監査役会は、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、

総合的能力等の観点から会計監査人が監査を遂行するに不十分と判断した場合

には、会社法第344条の定めに従い、株主総会に提出する会計監査人の解任また

は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

⑤ 責任限定契約の内容の概要

　 該当事項はありません。
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　(5) 業務の適正を確保するための体制及び運用状況の概要

① 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため

の体制

　当社は、コンプライアンス全体を統括するため、以下の施策を取り進める。

イ 「管理規程」をさらに一層具体化し、意思決定に関する申立・起案部局と意

思決定者とが一目で明確になるよう整備する。

ロ 当社はリスク管理全体を統括する組織として「コンプライアンス・リスク

管理委員会(以下「CR管理委員会」とする。)」を設置し、取締役または執

行役員からCR管理委員長を選任する。

ハ CR管理委員長をコンプライアンス担当役員とし、社内に相談・通報体制を

設け、役員及び使用人等が、社内においてコンプライアンス違反行為が行

われ、また行われようとしていることに気がついたときは、コンプライア

ンス担当役員に通報しなければならないと定める。会社は通報内容を秘守

し、通報者に対して、不利益な扱いを行わない。

ニ CR管理委員会は役員及び使用人等がそれぞれの立場でコンプライアンスを

自らの問題としてとらえ業務運営にあたるよう、随時研修等を通じ、指導

する。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務執行に係る情報については、「管理規程」に基づき定められた期

間、その保存媒体に応じて適切・確実に、かつ検索及び閲覧可能な状態で、管

理本部にて保存・管理する。
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③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

イ CR管理委員会は、企業価値を高め、企業活動の持続的発展を実現すること

を脅かすあらゆるリスクに対処すべく実践的運用を行う。平常時において

は、各部門においてその有するリスクの洗い出しを行いそのリスクの軽減

等に取り組み、その運用報告を随時CR管理委員会に報告する。リスクの内、

コンプライアンス、環境、輸出管理及び情報セキュリティーに関しては、

規則の見直し、研修の実施、マニュアルの作成等を行う。また、有事にお

いては、社長を本部長とする「緊急対策本部」が危機管理にあたることと

する。

ロ CR管理委員会は次のリスクにおける事業の継続を確保するための態勢を整

備することとする。

(イ) 地震、洪水、事故、火災等の災害により重大な損失を被るリスク

(ロ) 役員・使用人の不適正な業務執行により生産・販売活動等に重大な支

障を生じるリスク

(ハ) 基幹システムが正常に機能しないことにより重大な被害を被るリスク

(ニ) その他、取締役会が極めて重大と判断するリスク

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　当社は、定例の取締役会を「定款及び附属規程」に基づき毎月1回開催し、重

要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行う。取締役会の機能を

より強化し経営効率を向上させるため、執行役員も含めた予算会議を別途毎月1

回開催し、実行施策に関する具体的意思決定を行う。

　業務の運営については、将来の事業環境を踏まえ中期経営計画及び各年度予

算を立案し、全社的な目標を設定する。各部門においては、その目標達成に向

け具体策を立案・実行する。

⑤ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

イ 「関係会社管理規程」に基づいて子会社を管理し、子会社の業務及び取締役

等の職務の執行の状況を定期的に当社の取締役会に報告する。

ロ 当社の取締役、執行役員及び使用人が、子会社の取締役を兼任し当社が子

会社の業務の適正を監視できる体制とする。
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ハ 子会社を当社の内部監査部門による定期的な監査対象とし、当社及び子会

社の内部統制状況を把握・評価の上、監査結果を当社代表取締役に報告す

る。

ニ 子会社各社にコンプライアンス推進担当者を置くとともに、当社コンプラ

イアンス担当役員がグループ全体のコンプライアンスを統括・推進する体

制とする。

ホ グループ共通の「協立グループコンプライアンス・マニュアル」を策定す

るとともに、相談・通報体制の範囲をグループ全体とする。

ヘ 子会社の経営については、その自主性を尊重しつつ、事業内容の定期的な

報告と重要案件についての事前協議を行い、子会社の取締役会で協議する

こと等により子会社の取締役の職務の執行の効率を確保する。

⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該

使用人に関する事項

イ 監査役が必要とした場合、監査役の職務を補佐すべき使用人として、監査

役スタッフを置く。監査役スタッフは原則1名以上とし、専任でかつ計数的

な知見を十分に有する使用人とする。

ロ 監査役スタッフは、監査役の指示に従いその職務を行うと共に、子会社の

監査役を兼務可能とする。

⑦ 前号の使用人の取締役からの独立性及び監査役の当該使用人に対する指示の

実効性確保に関する事項

イ 前号の監査役スタッフの独立性を確保するため、当該使用人の任命、異動

等人事権に係る事項の決定には常勤監査役の事前の同意を得る。

ロ 監査役スタッフの人事考課については、常勤監査役が行うものとする。

ハ 監査役スタッフは、子会社の監査役を兼務可能とするが、グループの業務

の執行に係る役職は兼務しない。

ニ 監査役スタッフが兼任の場合には、監査役に係る業務を優先して従事する

ものとする。
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⑧ 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告

に関する体制

イ 代表取締役及び業務執行を担当する取締役は、取締役会等の重要な会議に

おいて随時その担当する業務の執行状況の報告を行う。

ロ 代表取締役及び業務執行を担当する取締役は、以下に定める事項について、

発見次第速やかに監査役に対して報告を行う。

(イ) 会社の信用を大きく低下させたもの、またはその恐れのあるもの

(ロ) 会社の業績に大きく悪影響を与えたもの、またはその恐れのあるもの

(ハ) 社内外へ環境、安全、衛生、製造物責任に関する重大な被害を与えた

もの、またはその恐れのあるもの

(ニ) 企業行動基準、協立グループ企業倫理規程への違反で重大なもの

(ホ) その他上記(イ)～(ニ)に準じる事項

ハ 取締役、執行役員及び使用人は、監査役が報告を求めた場合、または監査

役が協立グループの事業及び財産の状況を調査する場合は、迅速かつ的確

に対応する。

ニ 監査役に報告を行った者が、当該報告をしたことにより不利益な取扱いを

受けないことを確保する。

ホ 内部通報制度の通報状況について速やかに監査役に報告を行う。

⑨ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当

該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

　監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当

該職務の執行について生ずる費用または債務の処理については、速やかに当該

費用または債務を処理する。

　 ⑩ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

イ 社外監査役の選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営

陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が

確保できることを個別に判断する。
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ロ 協立グループ監査役会は、独自に意見形成するため、随時開催する。また、

監査の実施にあたり必要と認めるときは、自らの判断で、公認会計士、コ

ンサルタントその他外部アドバイザーを活用する。

ハ 監査役は、会計監査人、内部監査室、グループ各社の監査役と情報交換に

努め連携して当社及びグループ各社の監査の実効性を確保するものとする。

　 ⑪ 反社会的勢力排除に向けた体制

　市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは、取引関係その他一

切の関係を持たない。また、反社会的勢力からの不当要求に対しては、組織全

体として毅然とした対応で臨み、一切の関係を遮断する。

　 ⑫ 財務報告の信頼性を確保するための体制

　協立グループは財務報告の適正性と信頼性を確保するため、金融商品取引法

及びその他の法令に準拠し、財務報告に係る内部統制の体制を整備し、定期的

にその有効性を評価する。

　 ⑬ 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

　当社では、上記に掲げた内部統制システムの施策に従い、その基本方針に基

づき具体的な取り組みを行うとともに、内部統制システムの運用状況について

重要な不備がないかモニタリングを常時行っております。

　また、CR管理委員会が中心となり、グループ各社のコンプライアンス推進担

当者に対して、内部統制システムの重要性とコンプライアンスに対する意識づ

けを行い、グループ全体を統括、推進させています。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

　本事業報告に記載の金額及び株式数は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示し

ております。
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連 結 貸 借 対 照 表
(2020年６月30日現在)

（単位：千円)

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

電 子 記 録 債 権

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原 材 料

短 期 貸 付 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

車 両 運 搬 具

土 地

そ の 他

無 形 固 定 資 産

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

長 期 貸 付 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

16,668,038

4,613,612

8,517,149

2,174,216

322,914

391,026

473,533

58,762

169,611

△52,787

7,510,246

5,004,345

825,011

79,349

3,932,360

167,624

109,897

2,396,003

1,537,342

180,357

308,489

704,486

△334,672

流 動 負 債

支払手形及び買掛金

電 子 記 録 債 務

未 払 法 人 税 等

未 払 消 費 税 等

賞 与 引 当 金

役 員 賞 与 引 当 金

そ の 他

固 定 負 債

長 期 借 入 金

退職給付に係る負債

繰 延 税 金 負 債

そ の 他

8,599,405

5,678,336

1,617,916

324,777

185,741

171,661

44,200

576,773

2,204,660

1,700,000

401,804

35,471

67,384

負 債 合 計 10,804,065

純 資 産 の 部

株 主 資 本 12,638,111

資 本 金 1,441,440

資 本 剰 余 金 1,872,124

利 益 剰 余 金 9,749,075

自 己 株 式 △424,528

その他の包括利益累計額 139,613

その他有価証券評価差額金 147,230

退職給付に係る調整累計額 △7,617

非 支 配 株 主 持 分 596,494

純 資 産 合 計 13,374,219

資 産 合 計 24,178,285 負 債 ・ 純 資 産 合 計 24,178,285

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

（2019年７月１日から
2020年６月30日まで）

（単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 32,060,626

売 上 原 価 26,136,128

売 上 総 利 益 5,924,498

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,932,075

営 業 利 益 1,992,422

営 業 外 収 益

受 取 利 息 3,404

受 取 配 当 金 27,510

仕 入 割 引 35,462

為 替 差 益 4,411

雑 収 入 17,781 88,571

営 業 外 費 用

支 払 利 息 4,355

手 形 売 却 損 418

売 上 割 引 3,749

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 18,440

雑 損 失 2,006 28,969

経 常 利 益 2,052,023

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 158

投 資 有 価 証 券 売 却 益 2,136

保 険 解 約 返 戻 金 4,797 7,092

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 523

固 定 資 産 売 却 損 151

投 資 有 価 証 券 評 価 損 35,000

ゴ ル フ 会 員 権 評 価 損 175 35,850

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 2,023,265

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 680,673

法 人 税 等 調 整 額 △8,683 671,989

当 期 純 利 益 1,351,276

非支配株主に帰属する当期純利益 71,632

親会社株主に帰属する当期純利益 1,279,643

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

（2019年７月１日から
2020年６月30日まで）

（単位：千円)

株主資本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

2019年７月１日残高 1,441,440 1,872,079 8,710,895 △424,422 11,599,991

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 - - △241,462 - △241,462

親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益 - - 1,279,643 - 1,279,643

自 己 株 式 の 取 得 - - - △278 △278

自 己 株 式 の 処 分 - 44 - 172 217

株主資本以外の項目
の連結会計年度中
の変動額 (純 額)

- - - - -

連結会計年度中の変動額合計 - 44 1,038,180 △106 1,038,119

2020年６月30日残高 1,441,440 1,872,124 9,749,075 △424,528 12,638,111
　

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計その他
有価証券
評価差額金

退職給付に係る
調整累計額

その他の
包括利益
累計額合計

2019年７月１日残高 195,699 - 195,699 516,123 12,311,814

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 - - - - △241,462

親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益 - - - - 1,279,643

自 己 株 式 の 取 得 - - - - △278

自 己 株 式 の 処 分 - - - - 217

株主資本以外の項目
の連結会計年度中
の変動額 (純 額)

△48,468 △7,617 △56,085 80,371 24,286

連結会計年度中の変動額合計 △48,468 △7,617 △56,085 80,371 1,062,405

2020年６月30日残高 147,230 △7,617 139,613 596,494 13,374,219

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

(連結計算書類作成のための基本となる重要な事項等）

１．連結の範囲に関する事項

　 (1) 連結子会社の状況

　 ① 連結子会社の数

８社

　 ② 連結子会社の名称

協和電工株式会社

アプレスト株式会社

ＳＫＣ株式会社

協立機械株式会社

協立テストシステム株式会社

東海システムサービス株式会社

株式会社アニシス

第一エンジニアリング株式会社

　 (2) 非連結子会社の状況

　 ① 主要な非連結子会社の名称

サンシン産業株式会社

　 ② 連結の範囲から除いた理由

　非連結子会社は、いずれも小規模であり、各社の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合

う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼし

ていないためであります。

２．持分法の適用に関する事項

　 (1) 持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の状況

　 持分法適用の非連結子会社及び関連会社数

０社

　 (2) 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の状況

　持分法を適用していない非連結子会社サンシン産業株式会社他13社及び関連会社１社は、い

ずれも当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性が

ないため持分法の適用範囲から除外しております。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

全ての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。
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４．会計方針に関する事項

　 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

　 ① 有価証券

　 イ 子会社株式及び関連会社株式

総平均法による原価法

　 ロ その他有価証券

(イ) 時価のあるもの

連結会計年度末日の市場価格等に基づく時価法（評価差

額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均

法により算定）

(ロ) 時価のないもの

総平均法による原価法

　 ② たな卸資産

当社、協和電工株式会社、協立機械株式会社及び東海システムサービス株式会社

主として個別法による原価法（貸借対照表価額は、収益

性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

アプレスト株式会社、ＳＫＣ株式会社、協立テストシステム株式会社及び株式会社アニシス

移動平均法による原価法（貸借対照表価額は、収益性の

低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

第一エンジニアリング株式会社

総平均法による原価法（貸借対照表価額は、収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法により算定）
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　 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

　 ① 有形固定資産

　 イ 建物（建物附属設備は除く）

　 (イ) 1998年３月31日以前に取得したもの

法人税法に規定する旧定率法

　 (ロ) 1998年４月１日から2007年３月31日までに取得したもの

法人税法に規定する旧定額法

　 (ハ) 2007年４月１日以降に取得したもの

法人税法に規定する定額法

　 ロ 建物以外

　 (イ) 2007年３月31日以前に取得したもの

法人税法に規定する旧定率法

　 (ロ) 2007年４月１日以降に取得したもの

法人税法に規定する定率法

但し、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び

構築物については、定額法によっております。

② 無形固定資産

定額法

但し、自社利用のソフトウェアについては、社内におけ

る利用可能期間 (５年）に基づく定額法によっておりま

す。

　 (3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上してお

ります。

② 賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、期末在籍従業員に対し

て、支給対象期間に基づく賞与支給見込額の当連結会計

年度負担額を計上しております。

③ 役員賞与引当金

役員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額に基づき

計上しております。
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　 (4）退職給付に係る会計処理の方法

　 ① 退職給付見込額の期間帰属方法

当社は、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰

属させる方法については、給付算定式基準によっております。

　 ② 数理計算上の差異の費用処理方法

当社は、数理計算上の差異について、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤

務期間内の一定の年数（５年）による定額法により按分した額を、発生の翌連結会計年度から

費用処理することとしております。

　 ③ 小規模企業等における簡便法の採用

主要な連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末

自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

　 (5）消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

（追加情報）

　新型コロナウイルス感染症の拡大は、経済や企業活動に広範囲で影響を与える事象であり、現時点で

当社グループに及ぼす影響及び感染症の収束時期を予測することは困難でありますが、翌連結会計年度

（2021年６月期）の一定期間にわたり当感染症の影響が継続するという一定の仮定に基づき、当連結会

計年度（2020年６月期）の会計上の見積りを行っております。

(連結貸借対照表に関する注記）

１．担保に供している資産

投資有価証券 398,680千円

取引保証の担保に供しています。

２．有形固定資産の減価償却累計額

1,984,234千円

３．受取手形割引高

200,345千円

４．偶発債務

子会社の金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。

協立電機(上海)有限公司 13,926千円

Kyoritsu Engineering(Thailand)Co.,Ltd. 34,900千円
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（連結株主資本等変動計算書に関する注記）

　１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 4,369,200 - - 4,369,200
　

　２．自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 344,821 118 140 344,799
　

(変動事由)増加：単元未満株式の買取による増加 118株

　 減少：単元未満株式の買増による減少 140株

　

　３．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

2019年９月26日
定 時 株 主 総 会

普通株式 241 60.00 2019年６月30日 2019年９月27日

　

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議予定 株式の種類 配当の原資
配当金総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

2020年９月25日
定 時 株 主 総 会

普通株式 利益剰余金 221 55.00 2020年６月30日 2020年９月28日

　

(金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

当社グループは、資金運用については短期的な預金及び有価証券等により行い、銀行等金融機

関からの借入により資金を調達しております。

受取手形及び売掛金並びに電子記録債権に係る顧客の信用リスクは、販売管理規程に沿ってリ

スク低減を図っております。また、投資有価証券は主に業務上の関係を有する企業の株式であ

り、上場株式については四半期毎に時価の把握を行っております。

長期借入金は設備投資資金の調達を目的としたものであります。なお、デリバティブ取引は原

則として行わない方針であり、事業目的上必要な場合に限り、社内手続を経た上で管理本部が取

引の実行と管理を行っております。
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２．金融商品の時価等に関する事項

2020年６月30日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額

については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次

表には含まれておりません（（注）２参照）。

（単位：千円）

連結貸借対照表計上額(*) 時価(*) 差額

(1)現金及び預金 4,613,612 4,613,612 -

(2)受取手形及び売掛金 8,517,149 8,517,149 -

(3)電子記録債権 2,174,216 2,174,216 -

(4)投資有価証券

その他有価証券
1,186,603 1,186,603 -

(5)支払手形及び買掛金 (5,678,336) (5,678,336) -

(6)電子記録債務 (1,617,916) (1,617,916) -

(7)長期借入金 (1,700,000) (1,699,427) △572

(*)負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。

(注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金、(3)電子記録債権

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価
額によっております。

(4)投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。

(5)支払手形及び買掛金、(6)電子記録債務
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価

額によっております。
(7)長期借入金

時価については、一定の期間ごとに区分した当該長期借入金の元利金の合計額を同様の
借入において想定される利率で割り引いて現在価値を算定しております。

２．非上場株式（連結貸借対照表計上額350,739千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシ
ュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、
「(4)投資有価証券」には含まれておりません。
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（賃貸等不動産に関する注記）

１．賃貸等不動産の状況に関する事項

当社グループは、静岡県及びその他の地域において、賃貸用のオフィスビル等（土地を含む）

を有しております。

２．賃貸等不動産の時価に関する事項

（単位：千円）

連結貸借対照表計上額 時価

722,252 673,223

(注）１．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
２．当連結会計年度末の時価は、主要な物件については社外の不動産鑑定士による不動産鑑定

評価書に基づいて自社で算定した金額（指標等を用いて調整を行ったものを含む。）、その
他の物件については、一定の評価額や適切に市場価格を反映していると考えられる指標に
基づく金額によっております。

　

(１株当たり情報に関する注記）

　１株当たり純資産額 3,175円06銭

　１株当たり当期純利益 317円97銭

　

(重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。
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貸 借 対 照 表
(2020年６月30日現在)

（単位：千円)

資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
電 子 記 録 債 権
売 掛 金
商 品
原 材 料
仕 掛 品
短 期 貸 付 金
前 渡 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
車 両 運 搬 具
工具、器具及び備品
土 地
無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ ェ ア
電 話 加 入 権
そ の 他
投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
出 資 金
長 期 貸 付 金
関係会社長期貸付金
破 産 更 生 債 権 等
長 期 前 払 費 用
差 入 保 証 金
ゴ ル フ 会 員 権
繰 延 税 金 資 産
そ の 他

貸 倒 引 当 金

11,834,858
3,196,332
713,977

1,485,923
5,352,594

84,229
279,501
112,864
476,940
138,576
17,070

△23,150
6,614,183
3,925,795
642,819
22,149
38,709
60,037

3,162,079
60,317
52,796
6,820
700

2,628,070
699,346
663,831
4,459
74,190

1,058,520
50,075
3,521
15,681
2,950

141,513
45,785

△131,805

流 動 負 債 7,005,775
支 払 手 形
電 子 記 録 債 務
買 掛 金
未 払 金
未 払 法 人 税 等
未 払 消 費 税 等
未 払 費 用
前 受 金
預 り 金
賞 与 引 当 金
役 員 賞 与 引 当 金
設備関係支払手形
そ の 他

固 定 負 債
長 期 未 払 金
長 期 借 入 金
退 職 給 付 引 当 金
長 期 預 り 敷 金
長 期 預 り 保 証 金

1,394,957
1,617,916
3,211,596
160,198
176,453
109,662
61,409
101,997
59,155
92,000
17,800
1,788
838

2,070,587
8,570

1,700,000
336,736
8,300
16,980

負 債 合 計 9,076,362
純 資 産 の 部

株 主 資 本 9,287,654
資 本 金 1,441,440
資 本 剰 余 金 1,860,544
資 本 準 備 金 1,830,491
その他資本剰余金 30,052
自己株式処分差益 30,052

利 益 剰 余 金 6,410,198
利 益 準 備 金 60,000
その他利益剰余金 6,350,198

固定資産買換積立金 39,936
別 途 積 立 金 5,300,000
繰 越 利 益 剰 余 金 1,010,262

自 己 株 式 △424,528
評価・換算差額等 85,024

その他有価証券評価差額金 85,024
純 資 産 合 計 9,372,679

資 産 合 計 18,449,041 負 債 ・ 純 資 産 合 計 18,449,041

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書

（2019年７月１日から
2020年６月30日まで）

（単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 19,612,183

売 上 原 価 15,997,941

売 上 総 利 益 3,614,241

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,416,268

営 業 利 益 1,197,973

営 業 外 収 益

受 取 利 息 16,358

受 取 配 当 金 151,288

為 替 差 益 3,913

仕 入 割 引 4,904

雑 収 入 11,015 187,480

営 業 外 費 用

支 払 利 息 6,780

手 形 売 却 損 418

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 18,440

雑 損 失 2,089 27,728

経 常 利 益 1,357,725

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 19

投 資 有 価 証 券 売 却 益 2,136

保 険 解 約 返 戻 金 3,841 5,998

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 108

関 係 会 社 株 式 評 価 損 35,000

ゴ ル フ 会 員 権 評 価 損 175 35,283

税 引 前 当 期 純 利 益 1,328,440

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 383,512

法 人 税 等 調 整 額 △2,914 380,597

当 期 純 利 益 947,843

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

（2019年７月１日から
2020年６月30日まで）

（単位：千円)

株主資本

資 本 金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金

その他
資本剰余金 資本剰余金

合 計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合 計自己株式

処分差益
固定資産
買換積立金

別途積立金
繰越利益
剰 余 金

2019年７月１日残高 1,441,440 1,830,491 30,008 1,860,499 60,000 39,936 4,500,000 1,103,882 5,703,818

事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 - - - - - - - △241,462 △241,462

別途積立金への積立 - - - - - - 800,000 △800,000 -

当 期 純 利 益 - - - - - - - 947,843 947,843

自己株式の取得 - - - - - - - - -

自己株式の処分 - - 44 44 - - - - -

株主資本以外の項目
の事業年度中の
変動額 (純額)

- - - - - - - - -

事業年度中の変動額合計 - - 44 44 - - 800,000 △93,619 706,380

2020年６月30日残高 1,441,440 1,830,491 30,052 1,860,544 60,000 39,936 5,300,000 1,010,262 6,410,198

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自 己 株 式 株主資本合計

その他有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

2019年７月１日残高 △424,422 8,581,335 156,101 156,101 8,737,437

事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 - △241,462 - - △241,462

別途積立金への積立 - - - - -

当 期 純 利 益 - 947,843 - - 947,843

自己株式の取得 △278 △278 - - △278

自己株式の処分 172 217 - - 217

株主資本以外の項
目の事業年度中の
変動額 (純額)

- - △71,077 △71,077 △71,077

事業年度中の変動額合計 △106 706,318 △71,077 △71,077 635,241

2020年６月30日残高 △424,528 9,287,654 85,024 85,024 9,372,679

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

(重要な会計方針に係る事項）

　１．資産の評価基準及び評価方法

　 (1) 有価証券

　 ① 子会社株式及び関連会社株式

総平均法による原価法

　 ② その他有価証券

　イ 時価のあるもの

事業年度末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は

全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法に

より算定）

　ロ 時価のないもの

総平均法による原価法

　 (2) たな卸資産

個別法による原価法

(貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算定)

　２．固定資産の減価償却の方法

　 (1) 有形固定資産

　 ① 建物（建物附属設備は除く）

　 イ 1998年３月31日以前に取得したもの

法人税法に規定する旧定率法

　 ロ 1998年４月１日から2007年３月31日までに取得したもの

法人税法に規定する旧定額法

　 ハ 2007年４月１日以降に取得したもの

法人税法に規定する定額法

　 ② 建物以外

　 イ 2007年３月31日以前に取得したもの

法人税法に規定する旧定率法

　 ロ 2007年４月１日以降に取得したもの

法人税法に規定する定率法

但し、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び

構築物については、定額法によっております。
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　 (2) 無形固定資産

定額法

但し、自社利用のソフトウェアについては、社内におけ

る利用可能期間(５年）に基づく定額法を採用しており

ます。

　３．引当金の計上基準

　 (1) 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上してお

ります。

　 (2) 賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、期末在籍従業員に対し

て、支給対象期間に基づく賞与支給見込額の当事業年度

負担額を計上しております。

　 (3) 役員賞与引当金

役員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額に基づき

計上しております。

　 (4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度の末日にお

ける退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

　 ① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当

事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給

付算定式基準によっております。

　 ② 数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における

従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）に

よる定額法により按分した額を、発生の翌事業年度から

費用処理することとしております。

　４．消費税等の会計処理方法

　 税抜方式によっております。

（追加情報）

　新型コロナウイルス感染症の拡大は、経済や企業活動に広範囲で影響を与える事象であり、現時点で

当社に及ぼす影響及び感染症の収束時期を予測することは困難でありますが、翌事業年度（2021年６月

期）の一定期間にわたり当感染症の影響が継続するという一定の仮定に基づき、当事業年度（2020年６

月期）の会計上の見積りを行っております。
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(貸借対照表に関する注記）

　１．担保に供している資産

投資有価証券 92,730千円

取引保証の担保に供しています。

　２．有形固定資産の減価償却累計額

1,391,250千円

　３．関係会社に対する金銭債権、金銭債務

区分表示されたもの以外で関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりで

あります。

関係会社に対する短期金銭債権 606,423千円

関係会社に対する短期金銭債務 513,217千円

　４．受取手形割引高

200,345千円

　５．偶発債務

子会社の金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。

協立電機(上海)有限公司 13,926千円

Kyoritsu Engineering(Thailand)Co.,Ltd. 34,900千円

　

(損益計算書に関する注記）

　関係会社との取引高

　 営業取引高 2,647,500千円

営業取引以外の取引高 153,688千円

　

(株主資本等変動計算書に関する注記）

　自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 344,821 118 140 344,799

(変動事由)増加：単元未満株式の買取による増加 118株

　 減少：単元未満株式の買増による減少 140株
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(税効果会計に関する注記)

　１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

　 (繰延税金資産）

　 未払事業税 13,643千円

　 賞与引当金 27,471

　 ゴルフ会員権評価損 24,766

　 減損損失 17,865

　 長期未払金 2,559

　 退職給付引当金 100,549

　 貸倒引当金 46,269

　 原材料評価損 44,000

　 関係会社株式評価損 62,221

　 その他 6,608

　 繰延税金資産小計 345,955

　 評価性引当額 △150,861

　 繰延税金資産合計 195,094

　 (繰延税金負債）

　 固定資産買換積立金 △17,001

　 その他有価証券評価差額金 △36,196

　 その他 △382

　 繰延税金負債合計 △53,580

　 繰延税金資産の純額 141,513千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差

異の原因となった主要な項目別の内訳

　 法定実効税率 29.86％

　 （調整）

　 交際費等永久に損金に算入されない項目 0.59

　 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △3.09

　 住民税均等割 1.45

　 試験研究費等の税額控除 △1.44

　 評価性引当額 1.21

　 その他 0.07

　 税効果会計適用後の法人税等の負担率 28.65％
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(関連当事者との取引に関する注記）

　１．役員及び個人主要株主等

属 性 氏 名 職 業
議決権等
の被所有
割合(％)

取引内容等

役 員 及 び
その近親者

西 信之
当社代表取締役社長
協立テストシステム㈱
代表取締役会長

6.60
協立テストシステム㈱との取引
内容等については、2.子会社等
の項を参照ください。

(注) 協立テストシステム㈱との取引は、第三者のための取引であります。
　
　２．子会社等

属性 会社等の名称
資本金
(百万円)

事業内容
議決権等
の所有
割合(％)

関連当事者
との関係

取引内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

子会社 ＳＫＣ㈱ 41 製造業 直接60.2

原材料等の購
入
製品の販売
資金援助
役員兼任

資金の回収 19,000

短期貸付金 228,000
利息の受取 3,830

子会社
協立テストシ
ステム㈱

30 製造業
直接45.0
間接55.0

原材料等の購
入
製品の販売
資金援助
役員兼任

資金の回収 40,000 短期貸付金 40,000

利息の受取 2,971 関係会社長期貸付金 638,000

子会社
東海システム
サービス㈱

10 サービス業 直接100

不動産賃貸
機器レンタル
資金援助
役員兼任

資金の回収 15,000 短期貸付金 12,000

利息の受取 1,650 関係会社長期貸付金 317,000

子会社
第一エンジニ
アリング㈱

49 製造業 直接69.3

原材料等の購
入
計装工事委託
製品の販売
資金援助
役員兼任

計装工事委
託等

681,783 買 掛 金 351,085

(注) １．記載金額のうち、取引金額については消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等
が含まれております。

２．資金の貸付（短期）については、短期での反復取引のため、取引金額は当事業年度におけ
る純増減金額を記載しております。

３．取引条件ないし取引条件の決定方針
(1)資金の貸付については、市場金利を勘案して決定しております。
(2)計装工事委託等については、一般の取引条件と同様に決定しております。

　

(１株当たり情報に関する注記）

　１株当たり純資産額 2,328円96銭

　１株当たり当期純利益 235円53銭
　

(重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2020年８月19日

協立電機株式会社
　取締役会 御中

芙蓉監査法人
静岡県静岡市

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 鈴 木 潤 ㊞

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 鈴 木 岳 ㊞

監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、協立電機株式会社の2019年７月１日から
2020年６月30日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算
書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、協立電機株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期
間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記
載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会
社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計
算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成する
ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を
監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生す
る可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理
的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が
認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重
要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監
査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可
能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及
び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分か
つ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関
して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程
で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規
定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要
因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載
すべき利害関係はない。

以 上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2020年８月19日

協立電機株式会社
　取締役会 御中

芙蓉監査法人
静岡県静岡市

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 鈴 木 潤 ㊞

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 鈴 木 岳 ㊞

監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、協立電機株式会社の2019年７月１
日から2020年６月30日までの第62期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）につい
て監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正
に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載
されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書
類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計
算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成すること
が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を
監視することにある。
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計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場
から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可
能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見
込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な
不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意
見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に
基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内
容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程
で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規
定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要
因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。

以 上
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監査役会の監査報告
　

監 査 報 告 書
　当監査役会は、2019年７月１日から2020年６月30日までの第62期事業年度の取締役の職務の執行
に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のと
おり報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果に

ついて報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を
受け、必要に応じて説明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従
い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境
の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

　 ①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況につい
て報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業
所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取
締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を
受けました。

　 ②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた
めの体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必
要なものとして会社法施行規則第 100 条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締
役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、
取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じ
て説明を求め、意見を表明いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証する
とともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求
めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」
（会社計算規則第 131 条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005 年 10
月 28 日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求
めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類
（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討い
たしました。
２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているもの
と認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認め
られません。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統
制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事
項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
　 会計監査人芙蓉監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
（3)連結計算書類の監査結果
　 会計監査人芙蓉監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
2020年８月20日

協 立 電 機 株 式 会 社 監 査 役 会
常勤監査役 田 尻 博 比 古 ㊞
常勤監査役(社外監査役) 木 村 精 次 ㊞
社外監査役 伊 藤 喜 代 次 ㊞
監 査 役 西 光 世 ㊞

　

以 上
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

　第１号議案 剰余金の処分の件

当社は株主の皆様への利益配分に関し、内部留保金について適正な水準での充

実を図りつつ、継続的な配当を重視するとともに、配当性向を重視し業績に応じ

た適正な利益配分の継続を基本方針としております。

このような方針のもと、当事業年度の業績及び今後の事業環境を考慮し、期末

配当及び剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

１．期末配当に関する事項

(1)配当財産の種類

　金銭といたします。

(2)配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金55円

総額 221,342,055円

(3)剰余金の配当が効力を生じる日

2020年９月28日

２．剰余金の処分に関する事項

(1)増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 700,000,000円

(2)減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 700,000,000円
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　第２号議案 取締役６名選任の件

取締役全員(６名)は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきまし

ては、取締役６名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
（重要な兼職の状況）

所有する当社
の株式数

１
にし　 のぶゆき

西 信 之
（1956年８月23日）

1985年８月 当社入社

264,399株

1986年４月 当社取締役就任
1990年８月 当社東京支店長（現・東京支社

長）就任
1994年８月 当社常務取締役就任
2007年９月 当社専務取締役就任
2016年１月 当社代表取締役社長就任（現在）
2018年７月 協立テストシステム株式会社代

表取締役会長就任（現在）
（重要な兼職の状況）
協立テストシステム株式会社代表取締役会長

２
せ も と やすのり

瀬 本 保 範
（1959年６月25日）

1982年３月 当社入社

2,962株

2001年７月 当社関西支店長就任(現在)
2004年１月 当社システム営業部長就任
2005年４月 当社執行役員就任
2007年８月 当社第三営業本部Ａユニット長

就任
2011年９月 当社常務執行役員就任
2017年１月 当社海外営業本部長兼第三営業

本部長就任（現在）
2017年９月 当社取締役就任
2019年９月 当社常務取締役就任（現在）
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
（重要な兼職の状況）

所有する当社
の株式数

３
おおいし かつひさ

大 石 勝 久
（1962年８月18日）

1985年３月 当社入社

4,682株

2004年１月 当社第二営業部長就任
2007年４月 当社執行役員就任
2007年８月 当社第三営業本部Ｂユニット長

就任
2011年９月 当社常務執行役員就任
2015年４月 当社営業本部長（現・国内営業

本部長）就任（現在）
2017年９月 当社取締役就任
2018年４月 当社工事本部長就任（現在）
2019年４月 当社ロボット本部長就任（現在）
2019年９月 当社常務取締役就任（現在）

４
もちづき く に お

望 月 国 雄
（1949年７月22日）

1969年12月 当社入社

10,878株

1983年６月 当社エンジニアリング部長就任
1988年４月 当社エンジニアリング本部長

（現・第一エンジニアリング本部
長）就任（現在）

1992年４月 当社取締役就任（現在）
2019年９月 当社ＣＥ本部長就任（現在）

５
ふじしま よしひこ

藤 嶋 善 彦
（1956年６月９日）

2004年12月 当社入社

3,226株

2005年11月 当社東京支社長就任
2008年８月 東海システムサービス株式会社

代表取締役社長就任（現在）
2008年９月 当社執行役員就任
2011年９月 当社常務執行役員就任
2012年５月 当社関東ブロック統括就任
2015年６月 株式会社メック代表取締役社長

就任（現在）
2017年７月 当社関東ブロック営業本部長就

任（現在）
2017年９月 当社取締役就任（現在）
（重要な兼職の状況）
東海システムサービス株式会社代表取締役社長
株式会社メック代表取締役社長
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
（重要な兼職の状況）

所有する当社
の株式数

６
す ず き ま さ し

鈴 木 雅
（1956年４月28日）

1980年４月 しずおか信用金庫（現・しずお
か焼津信用金庫）入庫

-株

2001年６月 同庫理事就任
2007年６月 同庫常務理事就任
2009年６月 同庫常務理事退任
2009年７月 たちばなリース株式会社代表取

締役社長就任
2010年６月 同社代表取締役社長退任
2010年６月 ＳＳＢソリューション株式会社

取締役就任
2012年６月 同社常務取締役就任（現在）
2018年４月 ＳＳＢホールディングス株式会

社取締役就任（現在）
2019年９月 当社社外取締役就任（現在）
（重要な兼職の状況）
ＳＳＢソリューション株式会社常務取締役
ＳＳＢホールディングス株式会社取締役

（注）１．取締役候補者西信之氏は、協立テストシステム株式会社の代表取締役会長を兼務してお
り、当社は同社と原材料の販売・購入等の取引関係があります。

２．その他の候補者と会社との間には特別の利害関係はありません。
３．取締役候補者鈴木雅氏は、社外取締役候補者であります。

　 なお、当社は鈴木雅氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ておりま
す。

(1) 鈴木雅氏につきましては、たちばなリース株式会社の代表取締役を務められたことに基
づく、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただ
くとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強
化に寄与していただくため、社外取締役として選任するものであります。

(2）鈴木雅氏は、現在当社の社外取締役であり、その就任してからの年数は、本総会終結の
ときをもって、１年となります。
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　第３号議案 監査役１名選任の件

現任監査役のうち西光世氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

氏 名
（生年月日）

略歴、当社における地位
（重要な兼職の状況）

所有する当社
の株式数

に し み つ よ

西 光 世
（1954年11月16日）

2014年３月 エム・エヌ・エス株式会社監査役就任
（現在） 169,658株

2016年９月 当社監査役（非常勤）就任（現在）
（注）監査役候補者西光世氏と会社との間には、特別の利害関係はありません。

　第４号議案 補欠監査役１名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項

の規定に基づき、予め補欠監査役１名の選任をお願いするものであります。

なお、その選任の効力は就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決

議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。

また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

氏 名
（生年月日）

略歴、当社における地位
（重要な兼職の状況）

所有する当社
の株式数

こばやし しげる

小 林 繁
（1949年６月１日）

1976年３月 不動産鑑定士登録

-株

1977年10月 司法書士認可
1977年11月 小林不動産鑑定事務所開業（現在）
1978年４月 司法書士小林繁事務所開業（現在）
（重要な兼職の状況）
司法書士小林繁事務所

（注）１．補欠監査役候補者小林繁氏と会社との間には、特別の利害関係はありません。
２．補欠監査役候補者小林繁氏は、補欠の社外監査役として選任するものであります。
　 なお、小林繁氏が社外監査役に就任した場合、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立

役員となる予定であります。
(1) 補欠の社外監査役とした理由は、直接、企業経営に関与された経験はありませんが、司

法書士として企業法務に精通し、企業経営を統治する充分な見識を有しておられること
から、社外監査役に就任された際には、当社の監査に活かしていただけるものと判断し
たためであります。

(2) 社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断した理由は、前述の
実務経験を有することなどを総合的に勘案したためであります。
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　第５号議案 役員賞与支給の件

　第62期末時の社外取締役を除く取締役５名に対し、当期の業績を勘案して、役

員賞与を総額17,800千円支給することといたしたく存じます。
以 上
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〈メ モ 欄〉
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至名古屋

至名古屋

国道１号線

東海道本線

南幹線

葵タワー

ＪＲ静岡駅

伊河麻神社

中田小学校

協立電機
第３ビル 石

田
街
道

アピタＳＢＳ通り

コンビニバス停
(中田四丁目) バス停

(中田四丁目)

宝
台
院
下
島
線

イ
ン
タ
ー
通
りガソリンスタンド

ガソリンスタンド

静岡
ＩＣ.

東名高速道路

国道150号線
至東京

駿河湾

安
倍
川

アゼリアホール
テクニカルセンター

協立電機

Ｒ＆Ｄセンター 商品管理センター

第62回定時株主総会会場ご案内図
　

会場 静岡県静岡市駿河区中田本町63番７号

　 アゼリアホール
　

　

アクセス 東名静岡ICより1.8km

　 JR静岡駅より徒歩30分

しずてつジャストライン「中田四丁目」バス停下車 徒歩３分

2020年08月26日 14時10分 $FOLDER; 52ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）


